
№ 措置年月日 商号又は名称 所在地 月数 指名停止の理由

1 令和6年7月9日 株式会社　イセトー
京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二
条殿町５５２番地

令和6年7月9日 ～ 令和7年7月8日 12

本市が委託した「令和５年度市・県民税特別徴収税額
決定通知書」の封入封緘業務において、本来であれば
複製を禁止しているデータを、市に無断で複製し、そ
のデータを通常の委託業務ではローカルネットワーク
上にしか置かないものを、オープンネットワーク上で
使用し、契約終了後もデータを削除していなかったた
め、社内ファイルサーバーのランサムウェアの感染に
より、市民１５１，４２１件の個人情報を漏洩させ
た。なお、本市と同様に複数の公共団体等から受託し
ている業務で使用した個人情報が漏洩する事象を発生
させた。（指名停止要綱別表第１４号）

2 令和6年12月20日 角谷産業　株式会社 和歌山県和歌山市加納４６０番地の６ 令和6年12月20日 ～ 令和7年1月19日 1

本市発注の「楠見６６号線道路改良工事その４」にお
いて、特定建設業者以外の建設業を営む者と４，５０
０万円以上となる下請契約を締結したことに関し、建
設業法第２８条第１項第７号に該当するとして、和歌
山県から令和６年１２月１１日付けで、同法第２８条
第１項の規定に基づく指示処分を受けた。（指名停止
要綱別表第１４号）
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